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工事請負契約書における請負代金額変更の規定（スライド条項） 

 

 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第２５条 発注者又は受注者は，工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物

価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは，相手方に対して請負代金額の変更を請求することが

できる。 

２ 発注者又は受注者は，前項の規定による請求があったときは，変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出

来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金

又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変

動前残工事代金額の１,０００分の１５を超える額につき，請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は，請求のあった日を基準とし，物価指数等に基づき発注者と受注者と

が協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に

通知する。 

４ 第１項の規定による請求は，この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合にお

いては，同項中「請負契約締結の日」とあるのは，「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするもの

とする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ，請負代金額が不適当となっ

たときは，発注者又は受注者は，前各項の規定によるほか，請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により，工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーション

を生じ，請負代金額が著しく不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定にかかわらず，請負代金額の

変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において，請負代金額の変更額については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の

日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。

ただし，発注者が第１項，第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない

場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。 
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スライド条項の取扱いについて 

 

変動価格が… 

 ●通常合理的な範囲内である場合には，請負契約であることからリスクは受注者が負担 

 ●通常合理的な範囲内でない場合には，受注者のみのリスク負担は不適切 

項 目 
全体スライド 

（第１～４項） 

単品スライド 

（第５項） 

インフレスライド 

（第６項） 

適用対象工事 

工期が１２か月を超える工事 

ただし，残工期が２か月以上ある工事 

（比較的な大規模な長期工事） 

すべての工事 

ただし，残工期が２か月以上ある工事 

すべての工事 

ただし，残工期が２か月以上ある工事 

条項の趣旨 
比較的緩やかな価格水準の変動に対

応する措置 

特定の資材価格の急激な変動に対す

る措置 

急激な価格水準の変動に対応する措

置 

請負額変更

の方法 

対 象 

請負契約締結の日から１２か月経過

後の残工事量に対する資材，労務単価

等 

部分払を行った出来高部分を除く特

定の資材（鋼材類，燃料油類等） 

基準日以降の残工事量に対する資材，

労務単価等 

受注者 

の負担 

残工事費の１.５％ 対象工事費の１.０％ 

（ただし，全体スライド又はインフレ

スライドと併用の場合，全体スライド

又はインフレスライド適用期間にお

ける負担はなし） 

残工事費の１.０％ 

（２９条「不可抗力による損害条項」

に準拠し，建設業者の経営上最小限度

必要な利益までを損なわないよう定

められた「１％」を採用。単品スライ

ドと同様の考え） 

再スライド 

可能 

（全体スライド又はインフレスライ

ド適用後，１２か経過後に適用可能） 

なし 

（部分払を行った出来高部分を除い

た工期内全ての特定資材が対象のた

め，再スライドの必要がない） 

可能 
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増額変更の場合の計算例 

      

計算例 １ 請負代金額 ¥22,000,000 1％相当額： ¥220,000 

各品目 各材料 価格変動前の金額 価格変動後の金額 変動額 対象の判定 

燃料油 

軽油 ¥100,000 ¥120,000 ¥20,000 
× 

ガソリン ¥50,000 ¥60,000 ¥10,000 

合計 ¥150,000 ¥180,000 ¥30,000 ←¥220,000 以下 

鋼材類 

異形棒鋼 ¥500,000 ¥750,000 ¥250,000 
〇 

Ｈ形鋼 ¥100,000 ¥150,000 ¥50,000 

合計 ¥600,000 ¥900,000 ¥300,000 ←¥220,000 超 

 スライド額 Ｓ＝¥300,000－¥220,000＝¥80,000 

注）価格は，税込とする。    
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計算例 ２ 請負代金額 ¥11,000,000 1％相当額： ¥110,000 

各品目 各材料 価格変動前の金額 価格変動後の金額 変動額 対象の判定 

燃料油 

軽油 ¥500,000 ¥650,000 ¥150,000 
〇 

ガソリン ¥50,000 ¥60,000 ¥10,000 

合計 ¥550,000 ¥710,000 ¥160,000 ←¥110,000 超 

鋼材類 

異形棒鋼 ¥500,000 ¥700,000 ¥200,000 
〇 

Ｈ形鋼 ¥100,000 ¥140,000 ¥40,000 

合計 ¥600,000 ¥840,000 ¥240,000 ←¥110,000 超 

 スライド額 Ｓ＝（¥160,000＋¥240,000）－¥110,000＝¥290,000 

注）価格は，税込とする。    
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対象品目及び材料 

区 分 品 目 材 料 

鋼 材 類 鋼 材 類 

Ｈ形鋼，異形棒鋼，厚板，鋼矢板，鋼管杭，鉄鋼二次製品，ガードレール，スクラップ等，

鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。 

※ コンクリート二次製品などに含まれる鋼材類は対象としない。 

燃 料 油 燃 料 油 ガソリン，軽油，混合油，重油，灯油とする。 

その他工事材料 

コンクリート類 

レディーミクストコンクリート（生コン），セメント，モルタル，コンクリート混和材，コ

ンクリート用骨材，コンクリート二次製品等 

アスファルト類 アスファルト混合物，アスファルト乳剤，ストレートアスファルト，改質アスファルト等 

そ の 他 主 要 な 

工 事 材 料 

アスファルト類，コンクリート類以外の主要な工事材料については，受発注者間の協議に

より決定する。 

 


